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込
案
内
書
の
配
布
は
５
月
３０
日
か
ら

市市
営営
住住
宅宅
のの

入入
居居
者者
募募
集集
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�������������������������������
�������������������������������福祉医療制度が変わります
７月から一部負担金などを改正

人
権
を
尊
重
す
る
社
会
を
め
ざ
し
て

「
人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
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」な
ど
に

啓
発
行
事
を
実
施
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「こころのケア相談」
を行っています

ＪＲ福知山線脱線事故被害者の方を対象に

候補者数を
調査中

技能功労者表彰
平
成
１７
年
度
事
業
・
施
策
を
紹
介

『『
市市
民民
とと
共共
にに
愛愛
とと
希希
望望
のの

まま
ちち
づづ
くく
りり
』』をを
実実
現現

「
テ
レ
ホ
ン
ガ
イ
ド

ま
ち
知
る
べ
」

ご
利
用
で
き
ま
せ
ん

市
は
、
普
通
市
営
住
宅
、
改

良
住
宅
、
県
公
社
住
宅
（
市
管

理
分
）
な
ど
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。
今
回
の
募
集
は
計
１

３
０
戸
で
す
。

募
集
住
宅
の
概
要
は
下
表
の

と
お
り
で
す
。
家
賃
は
住
宅
の

種
類
や
世
帯
の
収
入
な
ど
に
よ

り
異
な
り
ま
す
。
申
込
資
格
な

ど
詳
細
は
５
月
３０
日
か
ら
配
布

す
る
申
込
案
内
書
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
は
西
宮
市
都
市
整
備

公
社
入
居
管
理
課
（
市
役
所
南

館
１
階
�
０
７
９
８
・
３
５
・

３
７
１
８
）
へ
。

【
申
込
案
内
書
の
配
布
】
５

月
３０
日
〜
６
月
１０
日
の
執
務
時

間
中
に
、同
公
社
入
居
管
理
課
、

市
役
所
本
庁
舎
１
階
総
合
案
内

所
横
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
・
分
室
、
ア
ク
タ

西
宮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
若
竹
生

活
文
化
会
館
で

【
申
込
方
法
】
申
込
案

内
書
に
添
付
し
て
い
る
申

込
書
で
同
公
社
入
居
管
理

課
へ
郵
送
を
（
６
月
１０
日

ま
で
の
消
印
分
有
効
）。

申
込
は
１
世
帯
１
通
の
み

（
重
複
申
込
は
す
べ
て
無

効
）※

入
居
者
募
集
は
年
３

回
実
施
し
て
い
ま
す
（
次

回
は
１０
月
下
旬
の
予
定
）

７月１日から福祉医療制度が変わります。医療費助成は県との共同事業で
実施していますが、県福祉医療制度に一部負担金が導入されたことなどによ
り、市も条例改正を行いました。全医療区分に一部負担金を導入し、現行の
率および額を改めるとともに、制度を新設・拡大します。
問合せは医療助成グループ（０７９８・３５・３１９２）へ。
〈一部負担金について〉医療区分ごとの一部負担金は表１・２のとおり
〈その他の改正内容〉
①障害者医療の対象に精神障害者１級が加わります
②乳幼児医療において、３歳未満児は入院・外来とも保護者負担はなくな
ります（ただし、１歳児以上は保護者の所得制限あり）

③災害・失業等に対する特例を設けます

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委

員
法
が
施
行
さ
れ
た
「
人
権
擁

護
委
員
の
日
」
で
す
。

人
権
擁
護
委
員
制
度
は
日
本

固
有
の
制
度
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
の

ほ
か
、
人
権
尊
重
の
思
想
を
普

及
す
る
た
め
の
種
々
の
啓
発
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

市
と
神
戸
地
方
法
務
局
西
宮

支
局
、
西
宮
人
権
擁
護
委
員
協

議
会
は
、
こ
の
日
に
ち
な
み
、

次
の
人
権
啓
発
行
事
を
実
施
し

ま
す
。

問
合
せ
は
啓
発
推
進
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
３
２
０
）

へ
。

★
街
頭
人
権
啓
発

６
月
１
日
午
前
１０
時
か
ら
阪

神
西
宮
駅
前
で
。
人
権
啓
発
チ

ラ
シ
な
ど
を
配
布
。

★
人
権
相
談
所

を
開
設

６
月
２
日
の
午
後
１
時
か
ら

４
時
（
受
付
は
３
時
）
ま
で
、

市
民
相
談
課
で「
人
権
相
談
所
」

を
開
設
し
ま
す
。

夫
婦
・
親
子
間
の
問
題
や
差

別
な
ど
人
権
に
か
か
わ
る
事
由

で
悩
ん
で
い
る
人
は
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
相
談
無
料
。
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

※
定
例
の
人
権
相
談
は
、
毎

月
第
１
・
３
木
曜
の
午
後
１
時

〜
４
時
に
、
市
民
相
談
課
で
行

っ
て
い
ま
す

市
は
、
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線

事
故
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
ご

遺
族
や
事
故
に
遭
遇
さ
れ
た
方

な
ど
を
対
象
に
、「
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
相
談
」
を
実
施
し
て
い
ま

す
。保

健
師
、
臨
床
心
理
士
な
ど

が
電
話
や
面
接
、
訪
問
な
ど
で

対
応
し
ま
す
。

〈
相
談
窓
口
〉

�
保
健
所
健
康
増
進
課

【
受
付
日
時
】
月
曜
〜
金
曜

の
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
半

【
電
話
】
０
７
９
８
・
２
６
・

３
１
６
０

【
所
在
地
】
江
上
町
３
―
２６

�
西
宮
こ
こ
ろ
の
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

【
受
付
日
時
】
月
曜
〜
金
曜

の
午
前
９
時
半
〜
午
後
４
時
半

【
電
話
】
０
７
９
８
・
６
３
・

３
３
１
８

【
所
在
地
】
戸
崎
町
４
―
１２

（
下
地
図
参
照
）

市
は
、
平
成
１７
年
度
技
能
功

労
者
表
彰
候
補
者
数
の
事
前
調

査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
候
補
者

が
い
る
団
体
な
ど
は
、
６
月
２７

日
ま
で
に
、
所
定
の
用
紙
を
勤

労
福
祉
課
（
０
７
９
８
・
３
２
・

７
１
６
７
）
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。候
補
者
は
、次
の
要
件
を

す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人
で
す
。

【
対
象
要
件
】

①
市
内
在
住
ま
た
は
在
勤

②
極
め
て
優
れ
た
技
能
を
も

ち
、
他
の
技
能
者
の
模
範
で
あ

る
③
５５
歳
以
上
で
、
同
一
職
種

の
経
験
が
２５
年
以
上
あ
り
、
中

小
企
業
に
従
事
（
当
該
経
験
に

基
づ
く
技
能
の
大
部
分
を
大
企

業
か
官
公
庁
で
得
た
人
を
除

く
）④

現
在
も
そ
の
職
に
従
事
し
、

指
導
的
立
場
に
あ
る

⑤
各
業
種
団
体
（
事
業
所
を

含
む
）の
推
薦
を
得
ら
れ
る
か
、

市
長
が
特
に
推
薦
す
る
人

⑥
過
去
に
こ
の
表
彰
を
受
け

た
こ
と
が
な
い

前
号
に
続
き
、
平
成
１７
年

度
の
主
な
事
業
・
施
策
に
つ

い
て
、
６
つ
の
視
点
か
ら
シ

リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。
問

合
せ
は
政
策
推
進
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
４

２
７
）
へ
。

第
５
の
視
点

産
業
が
栄
え
地
域
が

に
ぎ
わ
う
ま
ち
づ
く
り

産
業
の
振
興
は
ま
ち
の
活
性

化
の
基
本
で
あ
り
、
市
は
、
西

宮
の
特
性
に
あ
わ
せ
た
産
業
の

育
成
・
振
興
を
め
ざ
す
と
と
も

に
、
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
ま
す
。

西
宮
の
産
業
の
特
色
は
、
製

造
品
出
荷
額
の
８
割
近
く
を
お

酒
な
ど
飲
食
料
品
が
占
め
て
い

る
点
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市

内
に
は
洋
菓
子
や
フ
ラ
ン
ス
・

イ
タ
リ
ア
料
理
の
店
が
数
多
く

あ
り
、
こ
う
し
た
特
性
を
生
か

し
、
西
宮
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
市

民
の
皆
さ
ん
に
定
着
し
た
「
西

宮
洋
菓
子
園
遊
会
」
や
「
西
宮

和
菓
子
ま
つ
り
」
な
ど
の
都
市

型
観
光
推
進
事
業
を
引
き
続
き

開
催
し
ま
す
。

ま
た
、
近
年
、
酒
文
化
を
生

か
し
た
飲
食
や
物
販
の
店
舗
が

開
店
し
、
に
ぎ
わ
い
を
み
せ
る

酒
蔵
地
帯
に
、
酒
の
ま
ち
に
ふ

さ
わ
し
い
修
景
づ
く
り
と
し
て
、

引
き
続
き
、
ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ

ム
仕
様
の
街
路
ア
プ
ロ
ー
チ
灯

を
設
置
し
ま
す
。

「
に
し
の
み
や
テ
レ
ホ
ン

ガ
イ
ド
ま
ち
知
る
べ
《
０
７

９
８
・
２
２
・
３
４
５
６
》」

は
、シ
ス
テ
ム
障
害
の
た
め
、

現
在
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ
は
広
報
グ
ル
ー
プ

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
４

８
７
）
へ
。

戸 数 等

計１０２戸
※うちシルバー住宅…９戸
�車いす対応住宅…１戸
�高齢者世帯優先枠…２戸
�母子（父子）世帯優先枠…１１戸
�障害者世帯優先枠…３戸
�被災者世帯優先枠…１戸
�多子世帯優先枠…１戸

計１５戸
※うち高齢者世帯優先枠…４戸

計１３戸

団 地 名

西宮浜４丁目�樋ノ口町１・
２丁目�ルゼフィール武庫川
第２五番街�獅子ケ口町�神
原�大社町�シティハイツ西
宮北口�池田町�津門大塚町
�ルネシティ西宮津門２号棟
�今津久寿川町�高須町１丁
目�ルゼフィール西宮丸橋町
�両度町�甲子園口６丁目�
上ケ原三番町�上ケ原四番町
�東山台１丁目�山口町など

森下町２１・２３・２６・２７・２８号
棟�神明２号館�中殿町６号
棟�中須佐町７・８号棟

田近野町１・２号棟�城ヶ堀
町�第１甲子園（Ａ）（Ｂ）

住宅の種類

普
通
市
営
住
宅

改
良
住
宅
等

県公社住宅
（市管理分）
特別賃貸住宅

表２ 障害者医療・母子医療・乳幼児医療の一部負担金
乳幼児医療

（３歳～６歳就学前）
外来…１日７００円限度（月２回まで）
入院…１割負担（２８００円まで）

外来…１日５００円限度（月２回まで）
入院…１割負担（２０００円まで）

※障害者医療には、高齢心身特別医療を含みます
※障害者医療は、本人の所得制限のみ３６０万４０００円に引き下げられます。母子医療、
乳幼児医療の所得制限は従前どおり
※上記一部負担金は、１医療機関につき１カ月の負担になります
※連続して３カ月入院した場合、４カ月目以降の負担はありません

障害者医療・母子医療

外来…１日５００円限度（月２回まで）
入院…１割負担（２０００円まで）

外来…１日３００円限度（月２回まで）
入院…１割負担（１２００円まで）

① 一般の人（②以外）

② 市民税非課税世帯
に属する人で世帯全
員の所得が０円の人

表１ 老人医療（６５歳～６９歳）の一部負担金
負担上限額（月額）

入院
４万２００円

２万４６００円

１万５０００円

※本人の所得が制限額（１５９万５０００円）以内でも、同一世帯に属する６５歳以上の人
（本人を含む）の中に、市民税課税標準額が１４５万円以上の人がいる場合、老人
医療は受給できません。ただし、本人が所得制限以内で同一世帯の６５歳以上の人
全員の収入額合計が６２１万円（１人の場合は４８４万円）未満の場合、申請して認定
されると、①の２割負担の扱いで受給できるようになります
※複数の医療機関や薬局の受診等で一部負担金の合計が上限額を超えた場合、申請
により払い戻しされます

外来
１万２０００円

８０００円

負担割合

２割

２割

１割

負担区分

① 一般の人（②・③以外）
② 市民税非課税世帯に属する人
（①・③以外）

③ ②のうち世帯全員の所得が０円
の人

～募集団地の概要～

周
辺
地
図

平成１７年（２００５年）５月２５日 （２）

西宮市ホームページ／http://www.nishi.or.jp/


